
ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃補助について
【補助対象者】 陸別町に住所を有し通学定期券を購⼊して⾼等学校及び⼤学へ通学する⽣徒。

ただし、⽣活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者を除く。

【実施期間】 平成３1年４⽉１⽇〜

【対象となる通学定期の種類】
１ヶ月定期 ・ ２ヶ月定期 ・ ３ヶ月定期 ・ 片道定期

【補助額】 北海道北⾒バス「北⾒陸別線」を利⽤して通学
・・・・・・バス定期運賃から本人負担の1ヶ月定額 5,000円を差し引いた差額全額

⼗勝バス「帯広陸別線」を利⽤して通学
・・・・・・バス定期運賃から旧ふるさと銀河線定期運賃を差し引いた差額

【補助対象路線及び区間】
北海道北⾒バス 北⾒陸別線 全区間（北⾒バスターミナル〜陸別停留所）

※北⾒バスターミナルから各⾼校バス停留所間は、補助対象外区間となります。

⼗勝バス 帯広陸別線 池⽥駅前停留所〜陸別停留所

【補助券の申請方法】
1. 新１年⽣は、合格通知書の写しと、「陸別町ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃補助申請書

（以下申請書）」を陸別町役場総務課企画財政室に提出してください。
新２年⽣・新３年⽣は、在学していることが証明できる書類等（在学証明書・通学証明書等。４
⽉１⽇以降発⾏の証明書を添付してください。）と「申請書」を陸別町役場総務課企画財政室に
提出してください。

２．対象者の確認を⾏い、「陸別町ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃補助券（以下補助券）」を
交付します。

３．通学定期券利⽤者は、「補助券」と通学証明書、⼜は通学定期券購⼊申込書をバス会社窓⼝に
提出して定期券を購⼊してください。

④定期券交付
①補助券交付申請 （通学定期券から町補助額の差引分を窓⼝支払）

陸別町役場 定期券利⽤者 バス会社

②補助券交付 ③補助券と通学証明書
⼜は定期券購⼊申込書

【補助券の申請・交付場所】
陸別町役場総務課企画財政室

※ご不明な点につきましては、陸別町役場総務課企画財政室までお問い合わせください。
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ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃補助額
★ 北⾒市内の⾼校または置⼾⾼校、訓⼦府⾼校へ通学する場合

・・・・・・バス定期運賃から本人負担の１ヶ月定額 ５，０００円を差し引いた差額全額
ただし、北⾒バスターミナルから市内の⾼校へ乗り継いだ区間の運賃は補助対象外です。

通学区間 定期運賃額 本人負担額

●陸別〜北⾒バスターミナル
（補助対象区間） ４０，５６０円 ５，０００円

※北⾒バスターミナル〜北⾒市内の⾼校への乗り
継ぎは、補助対象区間外です。

●陸別〜置⼾学友橋 ２９，８８０円 ５，０００円
●陸別〜訓⼦府 ３５，４００円 ５，０００円

★ 足寄⾼校・本別⾼校・池⽥⾼校へ通学する場合
・・・・・・バス定期運賃から旧ふるさと銀河線定期運賃を差し引いた差額

足寄⾼校の定期運賃（最寄り停留所︓足寄南６条）

購⼊定期券種別 通学定期運賃額 本人負担額 差額補助額

１ヶ月 ２７，９７０円 １３，４８０円 １４，４９０円

２ヶ月 ５４，２６０円 ２６，９６０円 ２７，３００円

３ヶ月 ７９，７１０円 ３８，４２０円 ４１，２９０円

本別⾼校の定期運賃

購⼊定期券種別 通学定期運賃額 本人負担額 差額補助額

１ヶ月 ３１，９１０円 １８，８４０円 １３，０７０円

２ヶ月 ６１，９１０円 ３７，６８０円 ２４，２３０円

３ヶ月 ９０，９４０円 ５３，７００円 ３７，２４０円

※陸別町－本別⾼校間の直⾏通学便を利⽤する場合も定期券の購⼊が必要です。

池⽥⾼校の定期運賃

購⼊定期券種別 通学定期運賃額 本人負担額 差額補助額

１ヶ月 ３７，９６０円 ３０，０５０円 ７，９１０円

２ヶ月 ７３，６４０円 ６０，１００円 １３，５４０円

３ヶ月 １０８，１９０円 ８５，６５０円 ２２，５４０円


